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事
務
担
当
の
内
閣
官
房
副
長
官
の
適
性
に
関
す
る
質
問
主
意
書

一

事
務
担
当
の
内
閣
官
房
副
長
官
に
求
め
ら
れ
る
適
性
に
は
ど
の
様
な
も
の
が
あ
る
か
。
政
府
の
見
解
如
何
。

二

正
直
の
定
義
如
何
。

三

事
務
担
当
の
内
閣
官
房
副
長
官
の
適
性
に
、
正
直
で
あ
る
こ
と
は
求
め
ら
れ
る
か
。

四

事
務
担
当
の
内
閣
官
房
副
長
官
の
適
性
に
、
記
憶
力
の
良
さ
は
求
め
ら
れ
る
か
。

五

本
年
三
月
三
日
、
民
主
党
小
沢
一
郎
代
表
が
政
治
資
金
規
正
法
に
違
反
す
る
形
で
西
松
建
設
よ
り
献
金
を
受
け
て
い
た
と

し
て
、
小
沢
代
表
の
資
金
管
理
団
体
の
会
計
責
任
者
で
あ
る
公
設
第
一
秘
書
が
逮
捕
さ
れ
た
。
同
月
六
日
付
の
新
聞
等
が
、

あ
る
政
府
高
官
が
右
の
事
件
（
以
下
、
「
献
金
事
件
」
と
い
う
。
）
に
関
し
、
「
自
民
党
に
及
ぶ
こ
と
は
絶
対
に
な
い
。
請

求
書
の
よ
う
な
も
の
が
あ
れ
ば
別
だ
が
、
金
額
が
違
う
。
立
件
は
な
い
」
と
の
旨
述
べ
た
と
報
じ
た
こ
と
（
以
下
、
「
新
聞

報
道
」
と
い
う
。
）
が
話
題
に
な
っ
た
こ
と
を
受
け
て
、
河
村
建
夫
内
閣
官
房
長
官
は
同
月
八
日
、
右
の
政
府
高
官
と
は
漆

間
巌
内
閣
官
房
副
長
官
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
の
一
方
で
、
同
月
九
日
の
参
議
院
予
算
委
員
会
に
お
い
て
、
漆

間
副
長
官
は
、
自
身
が
「
新
聞
報
道
」
に
あ
る
様
な
、
「
献
金
事
件
」
の
捜
査
が
自
民
党
側
に
及
ぶ
こ
と
は
な
い
と
の
発
言

を
し
た
こ
と
は
記
憶
に
な
い
旨
述
べ
て
い
る
。
同
日
付
朝
日
新
聞
夕
刊
一
面
に
は
、
「
自
民
党
側
は
立
件
で
き
な
い
と
思

一



う
」
（
朝
日
新
聞
）
、
「
自
民
党
の
方
に
ま
で
波
及
す
る
可
能
性
は
な
い
と
思
う
」
（
読
売
新
聞
）
、
「
こ
の
件
で
（
東
京

地
検
が
）
自
民
党
の
方
ま
で
や
る
こ
と
は
な
い
と
思
う
」
（
毎
日
新
聞
）
、
「
自
民
党
に
及
ぶ
こ
と
は
絶
対
な
い
」
（
日
本

経
済
新
聞
）
、
「
自
民
党
議
員
に
波
及
す
る
可
能
性
は
な
い
と
思
う
」
（
共
同
通
信
）
と
、
「
新
聞
報
道
」
の
具
体
例
が
挙

げ
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
表
現
の
違
い
は
あ
る
が
、
全
て
漆
間
副
長
官
が
「
献
金
事
件
」
に
関
し
て
、
自
民
党
と
い
う
具

体
的
な
政
党
名
を
挙
げ
、
コ
メ
ン
ト
し
て
い
る
こ
と
が
報
じ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
同
月
十
日
付
読
売
新
聞
四
面
に
は
、

懇
談
で
私
（
Ｔ
Ｂ
Ｓ
記
者
）
が
「
自
民
党
の
議
員
に
も
（
捜
査
は
）
及
ぶ
こ
と
は
な
い
か
」
と
聞
い
た
。
そ
れ
に
答

え
た
記
憶
は
。

「
直
接
、
政
党
名
を
挙
げ
て
聞
か
れ
た
記
憶
が
な
い
。
」

と
、
同
月
九
日
の
漆
間
副
長
官
の
記
者
会
見
に
お
け
る
記
者
と
の
や
り
取
り
の
詳
細
が
報
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
様
に
、
漆

間
副
長
官
が
「
献
金
事
件
」
に
関
し
て
自
民
党
と
い
う
具
体
的
な
政
党
名
を
挙
げ
て
コ
メ
ン
ト
し
た
と
明
確
に
述
べ
る
意
見

が
多
数
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
「
新
聞
報
道
」
に
あ
る
「
献
金
事
件
」
に
関
す
る
自
身
の
コ
メ
ン
ト
に
つ
い
て
「
記
憶
に
な

い
」
と
す
る
漆
間
副
長
官
の
発
言
は
、
正
直
な
も
の
で
あ
る
と
政
府
は
認
識
し
て
い
る
か
。

六

五
の
漆
間
副
長
官
の
発
言
に
あ
る
様
に
、
わ
ず
か
四
日
前
の
出
来
事
を
「
記
憶
に
な
い
」
と
す
る
こ
と
は
、
記
憶
力
の
良

二



さ
と
い
う
観
点
か
ら
、
事
務
担
当
の
内
閣
官
房
副
長
官
の
適
性
に
か
な
う
か
。
政
府
の
見
解
如
何
。

右
質
問
す
る
。

三


